
吉野町広報における広告掲載取扱要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、吉野町（以下「町」という。）が発行している「広報よしの」（以

下「広報」という。）への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。 

（掲載可能な広告の範囲） 

第２条 広報に掲載することができる者及び広告の内容の範囲は、吉野町広告掲載実

施要綱（以下「要綱」という。）及び吉野町広告掲載基準（以下「基準」という。）

に定めるところによる。 

（広告の規格及び掲載位置） 

第３条 広告の規格及び枠数は、別表第１のとおりとする。 

(掲載) 

第４条 広告の申込は、広報１号につき１枠とする。ただし、広告掲載希望者が、募

集する広告の枠（以下「募集枠」という。）に満たない場合は、同一頁に隣り合う

２枠を１広告としての利用を認めることができる。 

（掲載料金） 

第５条 広告の掲載料金は、別表第２のとおりとする。 

（広告の掲載期間） 

第６条 広告掲載期間は１月単位とし、連続する掲載期間は１２月以内とする。 

（掲載申込） 

第７条 広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、広報よしの広告掲

載申込書（様式第１号。第９条において「申込書」という。）に版下（完全な原稿）

を添えて、広報発行日の前々月の末日までに町長に提出しなければならない。 

２ 掲載希望期間は募集の際に明示する期間内とする。 

（掲載の募集） 

第８条 広告掲載の募集は、広報よしの及び吉野町ホームページ、コミュニティビジ

ョン吉野（ＣＶＹ）における文字ニュース等により行うものとする。 

（掲載決定等） 

第９条 町長は、第７条の申込書を受け付けたときは、速やかに広告案の内容を審査

し、掲載の可否を決定の上、広報よしの広告掲載決定通知書（様式第２号）により

申込者に通知しなければならない。 

２ 広告掲載可否の決定は、申込者が多数の場合は、先着順とする。 



３ 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは、申込者に

修正を求めることができる。 

（掲載料金の納入） 

第１０条 申込者は、広告掲載決定通知日から１４日以内に町の発行する納付書によ

り広告掲載料金を納入するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた

ときは、この限りでない。 

（広告原稿の作成及び内容） 

第１１条 広告原稿は、申込者の負担で作成する。 

（申込者の責任） 

第１２条 広告の内容に関する責任は、申込者が負うものとする。 

（広告掲載料金の還付） 

第１３条 広告掲載料金は還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができな

くなったときは、この限りでない。 

（広告掲載の取り消し） 

第１４条 町長は、次の場合は、広告の掲載を取り消すことができる。 

(1)  指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合 

(2)  指定する期日までに原稿を提出しなかった場合 

(3)  広告主又は広告内容が不適当と判断した場合 

(4)  その他、町長が広告の掲載取り消しを妥当と認めた場合 

（補足） 

第１５条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２１年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２２年１１月１日から施行する。 

 

 



 

別表第１（第３条関係） 

広告の規格及び枠数 

広告の名称 規格（縦㎝×横㎝） 掲載場所 掲載枠数

1 枠 ５.５cm×８.５㎝ １号広告（４色刷り） 

２枠 ５.５cm×１８.０㎝ 

裏表紙 記事下 ２枠 

1 枠 ４.９cm×８.５㎝ ２号広告（４色刷り） 

２枠 ４.９cm×１８.０㎝ 

中頁 記事下 ４枠 

※広報紙の編集上、支障があるときは掲載位置を変更することがあります。 

 

 

別表第２（第５条関係） 

広告掲載料の単価 

区  分 広告掲載料（単価） 

１枠   ７,５００円 １号広告 

２枠  １５,０００円 

１枠 ５,０００円 ２号広告 

２枠 １０,０００円 

連続して掲載する場合の広告掲載料は、単価に号数を乗じた額とします。 


